
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

第
一

港
湾
情
報
提
供
施
設
の
港
湾
施
設
へ
の
追
加

案
内
施
設
、
見
学
施
設
そ
の
他
の
港
湾
の
利
用
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
港
湾
情
報
提
供
施
設
を
港
湾
施
設
に
追

加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
二

公
募
に
よ
る
占
用
許
可
制
度
の
創
設

一

港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
区
域
内
の
水
域
又
は
公
共
空
地
（
以
下
「
港
湾
区
域
内
水
域
等
」
と
い
う
。
）
の
占
用
の
許
可

（
長
期
間
に
わ
た
り
使
用
さ
れ
る
施
設
又
は
工
作
物
の
設
置
の
た
め
の
占
用
に
限
る
。
）
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

者
を
公
募
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
が
、
港
湾
区
域
内
水
域
等
を
占
用
す
る
者
の
公
平
な
選
定
を
図
る
と
と
も
に
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
そ
の
他
の
公
共
の
利
益
の
増
進
を
図
る
上
で
有
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
公
募
対
象
施
設
等
に

つ
い
て
、
公
募
占
用
指
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
の
三
関
係
）

二

公
募
対
象
施
設
等
を
設
置
す
る
た
め
港
湾
区
域
内
水
域
等
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
公
募
占
用
計
画
が
適
当

で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
た
め
の
選
定
の
手
続
に
参
加
す
る
た
め
、
こ
れ
を
港
湾
管
理
者
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
の
四
関
係
）



三

港
湾
管
理
者
は
、
二
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
公
募
占
用
計
画
が
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
基
準
に
適

合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
公
募
占
用
計
画
に
つ
い
て
公
募
占
用
指
針
に
お
い
て
定
め
る
評
価
の
基
準
に
従
い
評
価
を
行

い
、
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
港
湾
の
機
能
を
損
な
う
こ
と
な
く
公
共
の
利
益
の
増
進
を
図
る
上
で
最
も
適

切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
公
募
占
用
計
画
を
提
出
し
た
者
を
占
用
予
定
者
と
し
て
選
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
の
五
関
係
）

四

港
湾
管
理
者
は
、
占
用
予
定
者
が
提
出
し
た
公
募
占
用
計
画
に
つ
い
て
、
港
湾
区
域
内
水
域
等
の
区
域
及
び
占
用
の
期

間
を
指
定
し
て
、
当
該
公
募
占
用
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
す
る
も
の
と
し
、
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定

計
画
提
出
者
」
と
い
う
。
）
は
、
認
定
を
受
け
た
公
募
占
用
計
画
（
以
下
「
認
定
公
募
占
用
計
画
」
と
い
う
。
）
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
港
湾
管
理
者
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
の
六
及
び
第
三
十
七
条
の
七
関
係
）

五

認
定
計
画
提
出
者
は
、
認
定
公
募
占
用
計
画
に
従
っ
て
公
募
対
象
施
設
等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
し
、
港
湾
管
理
者
は
、
認
定
公
募
占
用
計
画
に
基
づ
き
港
湾
区
域
内
水
域
等
の
占
用
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
港
湾
区
域
内
水
域
等
の
占
用
の
許
可
を
与
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
七
条
の
八
関
係
）



六

認
定
計
画
提
出
者
の
一
般
承
継
人
等
は
、
港
湾
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
、
認
定
計
画
提
出
者
が
有
し
て
い
た
計
画
の

認
定
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
の
九
関
係
）

七

港
湾
管
理
者
は
、
認
定
計
画
提
出
者
が
、
公
募
占
用
計
画
に
従
つ
て
公
募
対
象
施
設
等
の
設
置
等
を
し
て
い
な
い
場
合

に
は
、
計
画
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
の
十
関
係
）

八

罰
則
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
一
条
、
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
五
条
関
係
）

第
三

港
湾
協
力
団
体
の
指
定
制
度
の
創
設

一

港
湾
管
理
者
は
、
二
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
団
体
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
港
湾
協
力
団
体
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
一
条
の
二
関
係
）

二

港
湾
協
力
団
体
は
、
港
湾
管
理
者
に
協
力
し
て
港
湾
情
報
提
供
施
設
そ
の
他
の
港
湾
施
設
の
整
備
又
は
管
理
を
行
う
こ

と
等
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
一
条
の
三
関
係
）

三

港
湾
管
理
者
の
港
湾
協
力
団
体
に
対
す
る
監
督
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
一
条
の
四
関
係
）

四

国
土
交
通
大
臣
又
は
港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
協
力
団
体
に
対
し
、
二
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
又
は



指
導
若
し
く
は
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
一
条
の
五
関
係
）

五

港
湾
協
力
団
体
が
二
の
業
務
と
し
て
行
う
行
為
の
実
施
に
必
要
な
港
湾
区
域
内
水
域
等
の
占
用
等
の
許
可
に
つ
い
て
は
、

港
湾
協
力
団
体
と
港
湾
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
四
十
一
条
の
六
関
係
）

第
四

特
定
港
湾
情
報
提
供
施
設
協
定
制
度
の
創
設

港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
の
利
用
に
関
す
る
情
報
の
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
提
供
を
図
る
た
め
、
港
湾
管
理
者
以
外
の
者
が

所
有
す
る
港
湾
情
報
提
供
施
設
を
自
ら
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
協
定
を
締
結
し
て
、
当
該
港
湾
情
報
提

供
施
設
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
五
条
の
四
か
ら
第
四
十
五
条
の
六
ま
で
関
係
）

第
五

無
利
子
貸
付
制
度
の
対
象
施
設
の
追
加

特
定
用
途
港
湾
施
設
の
建
設
等
に
係
る
無
利
子
貸
付
制
度
の
対
象
施
設
と
し
て
、
旅
客
施
設
等
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
五
十
五
条
の
七
関
係
）

第
六

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の



と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
項
関
係
）

三

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
改
正
後
の
規
定
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
項
関
係
）


